
クラブ規約 

 

（名 称 

第１条 本クラブは、ビップインドアピックル

ボールクラブ（以下「本クラブ」とい

う。）と称します。 

（所在地） 

第２条 本クラブの所在地は、東京都江東区南

砂２丁目６番１１号とします。 

（運営・管理） 

第３条 本クラブの運営、管理は、高木工業株

式会社（以下「当社」という。）が行います。 

（目 的） 

第４条 本クラブは、会員の利用を通じて、心

身の健康の維持・増進を図るとともに

会員相互の健全なコミュニティを築く

ことを目的とします。 

（会員制度） 

第５条 本クラブは、会員制とします。 

２ 本クラブの会員（以下「会員」とい

う。）は、本規約および本規約に付随

して本クラブが定める利用規定（以下

「諸規定」という。）に同意し、所定

の手続きが完了した方とします。 

３ 本クラブに入会される方は、本クラブ

が指定するクラブ入会申込書等の各種

申請書に正確な情報を記載し、本クラ

ブに提出するものとします。 

（入会資格） 

第６条 本クラブに入会できる方は、次の各号

を全て満たす方とします。 

① 本規約および諸規定に同意した

方。ただし、入会される方が未成年者

の場合は親権者が本規約および諸規定

に同意 

し、同意書を提出された方 

② 健康な方（医師等により運動を禁

じられていない方） 

③ 妊娠中でない方 

④ 暴力団等の反社会的勢力との関与

がない方、それに類似する団体に関係

がない方 

⑤ 本クラブが会員として相応しいと

認めた方 

２ 本クラブは、次の各号に該当する方、

またはその疑いのある方の入会を拒否

することができるものとします。 

① 目に付く刺青・タトゥーがある方 

② 過去に、本規約および諸規定を遵

守しなかった方、または当社が運

営するクラブおよびクラブ会員に

対し、第２０条（禁止行為）に規

定する行為やこれに類する迷惑行

為を行った方（精神疾患による行

為の場合も含む） 

③ 当社または他の会員との紛争が解

決しておらず、本クラブを利用す

ることが不適当であると当社が判

断した方 

④ 過去に当社が運営するクラブから

除名処分を受けていた方 

⑤ 過去にスポーツクラブ等、会員制

の団体より会員資格の停止、また

は除名等の処分を受けた方 

３ 事後的に、前項の入会拒否事由に該当

することが判明した場合には、退会を

命じ、既に受領した入会金、受講料等

は返金しないものとします。 

（会員番号の発行） 

第７条 本クラブは、会員に対して会員番号を

発行し登録の上、出席等の管理を行い

ます。 

２ 会員は、本クラブの利用に際し、所定

の方法にて出席の手続きを行うものと

します。 

３ 本クラブが発行した会員番号は、本人

のみが使用できるものとし、本人以外

の者は使用できないものとします。 

（諸手続き） 

第８条 会員は、クラブ入会申込書等に記載し

た内容に変更があった場合は、速やかに変更手

続きを行うものとします。 

２ 本クラブから会員宛に通知・案内等を

する場合は、本クラブに届け出のあっ

た最新の連絡先に行うものとし、通知

の未達等による損害について以後の責

を負わないものとします。 

（諸規定の遵守） 

第９条 会員は、本規約および諸規定に遵守す

るものとします。 

（クラブ期） 

第 10条 本クラブは、１期３か月（１２週間も

しくは１３週間）を１単位（以下「ク

ラブ期」という。）とします。 

（入会金、受講料） 

第 11条 会員は、入会時に入会金を支払うもの

とし、本クラブはいかなる理由においても返金

しないものとします。 

２ 退会後１年間（４期間）以内に再度入

会する場合は、入会金を免除するもの

とします。ただし、会員自身が妊娠・

出産を理由に退会し、再度入会する場

合に限り、２年間（８期間）以内まで

免除対象期間を延長するものとしま

す。 

３ 会員は、別に定める受講料を１か月毎

に銀行口座振替にて支払うものとし、

銀行口座は入会時に登録するものとし

ます。ただし、振替手続きが完了する

までの間は現金にて支払うものとしま

す。 

４ 振替口座に変更が生じた場合は、速や

かに変更手続きを行うものとします。 

５ 受講料は、毎月２７日（休日の場合は

翌営業日）に翌月分を振り替えるもの

とします。 

６ 会員は、利用の有無にかかわらず、退

会月までの受講料を支払うものとし、



欠席した場合においても返金しないも

のとします。 

（クラス変更） 

第 12条 次期継続の際に、クラスの変更を希望

する場合は、本クラブの指定する期間内に手続

きを行うものとします。 

２ クラスの変更は、希望する変更先の定

員に空きがある場合のみ変更できるも

のとします。 

３ クラス変更受付期間以外は、クラスを

変更することができないものとしま

す。 

４ 受講料が異なるクラスへ変更される場

合は、次月の受講料を振り替える際に

相殺または差額を申し受けます。 

（退 会） 

第 13条 本クラブは、自動継続を原則とし、退

会手続きがなされない限り会員を継続

するものとします。ただし、会員が自

己の都合により退会を希望する場合

は、会員本人または会員が未成年者で

ある場合はその親権者が申し出て、所

定の手続きを完了することにより退会

できるものとします。 

２ 会員が退会を希望する場合は、クラブ

期最終月の７日まで（以下「退会受付

期間」という。）に所定の退会届を提

出するものとします。 

３ 退会手続きが完了した場合は、クラブ

期の最終日をもって退会とします。 

４ 会員が死亡、行方不明、重度障害等を

被り、退会の申し出が困難な場合に

は、会員の親権者またはこれに準ずる

親族が会員に代わって退会手続きを行

うことにより退会できるものとしま

す。 

５ クラブ期の途中では、退会できないも

のとします。ただし、次のやむを得な

い理由によりクラブ期の途中で退会せ

ざるを得ない場合は、所定の手続きを

行うことで退会できるものとします。 

① 会員が死亡した場合 

② 会員が行方不明となった場合 

③ 会員が病気、怪我等により、継続

が困難と医師等が判断した場合 

④ 会員が妊娠した場合 

⑤ 会員または同一世帯の転居によ

り、会員が継続困難な住所に移転

した場合 

⑥ 会員の家族の看護または介護によ

り、継続が困難になった場合 

６ 受講料、利用料、商品の購入代金等の

支払いが終了していない場合は、本条

に定める退会届の提出までにその支払

いを完済するものとします。 

７ 会員が受講料を３か月以上滞納した場

合は、何らの通知催告を要せず退会と

します。ただし、その債務については

全額を支払わなくてはならないものと

します。 

８ 次期の複数受講を取り止める場合は、

次期の当該クラスの第１週目受講日前

日までに申し出るものとします。 

（退会受付期間後の退会） 

第 14条 退会受付期間後に自己の都合により退

会を希望する場合は、所定のキャンセ

ル料を支払い、次期から退会すること

ができるものとします。ただし、前条

第５項のただし書きによる退会を除き

ます。 

２ 退会受付期間後の退会を希望する場合

は、次期の当該クラスの第１週目受講

日前日までに所定の手続きを行い、キ

ャンセル料を支払うことで退会できる

ものとします。ただし、次期に第１６

条に定める振替受講をした場合は、退

会できないものとします。 

３ 本クラブが次月受講料の口座振替手続

きを完了した後に退会の手続きを行っ

た場合は、次月受講料の口座振替が完

了した後に次月受講料を返金します。

ただし、会員にキャンセル料等の債務

がある場合は、返金する受講料と相殺

します。 

４ キャンセル料は、次の通りとします。 

① 最終月８日～１４日まで 

翌月１か月分の受講料の１０％ 

 

② 最終月１５日～次期の当該クラス

の第１週目受講日７営業日前まで

翌月１か月分の受講料の３０％ 

 

③ 次期の当該クラスの第１週目受講

日前日まで          

翌月１か月分の受講料の５０％ 

 

（レッスンの受講） 

第 15条 会員は、１クラブ期に定められた回数

のレッスンを受講できるものとします。 

（レッスンの振替受講） 

第 16条 受講予定を変更または欠席する場合

は、当該レッスンの開始前までにイン

ターネット予約システムまたは電話連

絡にて所定の手続きを行うことによ

り、別の日時に振り替えて受講（以下

「振替受講」という。）できるものと

します。 

  ２ レッスン開始前に変更または欠席の手

続きを行わなかった場合は、振替受講ができな

いものとします。 

  ３ 変更または欠席の手続きは、営業時間

外、電話受付時間外、インターネット

予約システムのメンテナンス時間に

は、受け付けできないものとします。 

  ４ 振替受講は、会員各々に決められたレ

ベルのクラスに限り受講できるものと

します。ただし、振替受講希望クラス

の定員枠に空きがある場合に限りま



す。 

  ５ 振替受講は定められた期限までに受講

するものとし、変更先、変更回数に応

じて手数料が生じる場合があります。 

  ６ 変更または欠席の手続きをレッスン当

日にインターネット予約システムまた

は電話連絡にて手続きをした場合は、

回数に関わらず別に定める当日振替料

金を支払うことで振替受講できるもの

とします。 

（未受講レッスンの家族譲渡） 

第 17条 会員の家族が本クラブに在籍している

場合に限り、会員自身の未受講レッス

ンを二親等以内の家族に譲渡して利用

できるものとします。 

（事故・感染症対応） 

第 18条 本クラブの受講は、健康な方に限るも

のとし、会員の体調管理およびレッス

ンの受講の可否は自己責任とします。 

ただし、各種感染症等に罹患またはそ

の疑いがある場合は、本クラブは会員

の利用を制限できるものとし、制限の

対象・範囲・期間等は別途定めるもの

とします。 

２ 本規約および諸規定、施設利用上の注

意事項、施設運営管理者または指導者

の指示に従わずに生じた事故、自己責

任の範囲に起因する事故、第三者に起

因する事故について、本クラブは責任

を負わないものとします。また、会員

は施設運営管理者および指導者に一切

の損害賠償を請求できないものとし、

治療費等は自己負担とします。 

３ レッスン中に事故が発生した場合は、

応急処置を行いますが処置等に関して

は責任を負いかねます。 

（損害保険） 

第 19条 本クラブは、会員が被る傷害等を補償

する損害保険に加入しており、本クラ

ブの施設およびサービスの瑕疵により

利用中に生じた事故による傷害等に対

し、当該保険の対象とされているもの

に限り、治療に要した費用等を支払う

ものとします。ただし、自由診療費

用、差額ベッド代、医師の指示によら

ずに購入した治療用装具、書類作成費

用（診断書等）等、通常健康保険の支

給対象に含まれないものは除きます。 

２ 事故発生日より３０日以内に事故報告

がない場合には、前項による治療に要

した費用等を支払いできない場合があ

ります。 

３ 事故発生日より３０日以内に事故報告

が行われた場合でも、事故発生日から

１年以内に所定の書類を本クラブに提

出しない場合は、第１項による治療に

要した費用等を支払いできない場合が

あります。 

（禁止行為） 

第 20条 本施設の利用に際し、次の行為を禁止

します。禁止行為をした方、またはそ

の疑いがある方は、何ら催告なしに直

ちに利用を停止し、退場等の措置を行

う場合があります。 

①ピックルボール以外での利用、コー

トの最大利用者数を超えての利用 

②飲酒、または酒気帯び状態での利

用、所定場所以外での喫煙、コー

ト内での飲食 

③コートエリア以外での練習 

④本施設内へのペットの同伴 

⑤更衣室以外での着替え  

⑥大声等で近隣住民に迷惑をかける行

為 

⑦本施設のスタッフとの個人的な交際 

⑧本施設内での許可のない撮影、ビラ

の配布、署名運動、政治、宗教、

営利等の行為活動 

⑨他の利用者またはスタッフに対し

て、叩く、殴る、強く押す、強く

掴む、脅す、大声で怒鳴る、罵声

を浴びせる等、相手に恐怖を与え

る行為、その他暴力的な行為。 

⑩窃盗、盗撮、のぞき、痴漢、露出、

その他法令または公序良俗に反す

る行為 

⑪敷地内での火器（鉄砲類）、凶器類

の持ち込み、使用 

⑫覚せい剤、麻薬、その他依存性薬物

の持ち込み、使用、売買、または

それらを助長する行為 

⑬スタッフや任意の他者に対して、不

快な感情を生じさせる行為・言

動、またはその可能性がある行

為・言動、混乱を誘発または助長

する行為・言動等の迷惑行為、待

ち伏せ、つきまとい等の行為、ま

たはストーカー行為 

⑭本施設の運営について、本施設から

の回答を受け取った後も、同様の

意見、要望等を繰り返し、スタッ

フに対し、長時間、または、多数

回に及ぶ面談、電話、連絡等を要

求する行為 

⑮社会的通念を逸脱した運営・業務へ

の圧力等により、他の会員、本施

設およびスタッフの安全を脅か

し、秩序を乱す、またはそのおそ

れがある行為 

⑯その他、前各号に準ずる行為、また

はその疑いがある行為 

（会員資格の停止および除名） 

第 21条 会員が会費、その他の債務を滞納し、

本クラブからの支払い催告に応じない

場合は、当該会員の会員資格を一定期

間停止します。 

２ 会員が次の事由に該当すると本クラブ

が認めた場合は、口頭または書面によ



る通知により、当該会員の会員資格を

はく奪し、除名します。なお、既に受

領した入会金、受講料等は返金しない

ものとします。 

① 本クラブの名誉、信用を傷つけた

とき 

② 本規約および諸規定に違反したと

き 

③ 会費その他の債務を滞納し、本ク

ラブからの支払い催告に応じない

とき 

④ 本クラブに対し虚偽の申告をし、

または重大な事実を隠匿したこと

が判明したとき 

⑤ 本クラブ入会後、暴力団等の反社

会的勢力に関与したとき 

⑥ 前条第１項⑧から⑰に該当する禁

止行為をしたとき、またはその疑

いがあるとき 

⑦ その他、前各号に準ずる行為をし

たとき、またはその疑いがあると

き 

３ 前項により会員資格をはく奪され、除

名を受けた場合は、その後当社が運営

する全ての施設に入会および立ち入る

ことができないものとします。 

（資格喪失） 

第 22条 会員は、次の場合にその資格を喪失し

ます。 

① 退会 

② 死亡 

③ 除名 

④ 運営上重大な事由により本クラブ

を閉鎖したとき 

（会員資格の譲渡） 

第 23条 会員資格は本人限りとし、譲渡、また

は相続、その他の包括的な承継はでき

ないものとします。 

（入会金、受講料および利用料等の改定） 

第 24条 本クラブは、別に定める入会金、受講

料、利用料、キャンセル料等を改定す

ることができるものとします。ただ

し、入会金の改定は、新たに入会する

会員から適用するものとします。 

２ 前項の改定を行う場合は、館内掲示等

によって事前に会員へ告知するものと

します。 

３ 入会キャンペーン等の日程、期間およ

び内容について、本クラブは事前に会

員へ告知する義務を負わないものとし

ます。 

（営業日および営業時間） 

第 25条 営業日および営業時間は、別に定める

ものとします。 

（休 業） 

第 26条 本クラブは、次の事由により施設の全

部または一部を休業することがありま

す。また、一部を休業する際には運営

形態を変更する場合があります。 

① 天災地変、各種感染症の流行、そ

の他やむを得ない理由等により、

本クラブが営業を行うことが妥当

でないと認めたとき 

② 警報・注意報の発令等により、本

クラブが営業を行うことが妥当で

ないと認めたとき 

③ 法令の制定、改廃、行政指導、社

会情勢の著しい変化、その他やむ

を得ない理由が発生したとき 

④ 施設の点検、補修または改修をす

るとき 

⑤ 年末年始、春季、夏季、秋季の一

定期間の休業、その他本クラブの

都合により休業するとき 

２ 前項④、⑤に定める事由により休業す

る場合は、館内掲示等により事前に会

員に告知するものとします。 

３ 第１項①から③に定める事由により休

業する場合は、会員に事前告知するこ

とを要せず、かつ原則として会員に対

し受講料の返還を行わないものとしま

す。 

（盗難および紛失） 

第 27条 会員の本クラブ来館時に起きた盗難お

よび紛失については、本クラブに故意

または重大な過失がある場合を除き、

本クラブは一切の損害賠償の責を負わ

ないものとします。 

（会員の損害賠償責任） 

第 28条 会員が本クラブ利用に際し、会員の責

に帰すべき事由により本クラブまたは

第三者に損害を与えた場合、速やかに

賠償の責に任ずるものとし、会員の同

伴者に関しても責に帰すべき事由があ

る場合には、連帯して同様の責に任ず

るものとします。 

（クラブの利用制限および廃止） 

第 29条 本クラブは、災害・社会情勢の著しい

変化、本クラブの都合により利用制限

や一部または全部を廃止することがあ

ります。 

２ 本クラブの利用制限や一部または全部

を廃止する場合は、３か月前までに会

員に告知するものとします。 

ただし、当社が緊急を要すると判断し

た場合には、告知期間を短縮

することができるものとしま

す。 

（本規約・その他の諸規定の改定） 

第 30条 本クラブは、本規約、細則、利用規

定、その他本クラブの運営・管理に関

する事項を改定することができるもの

とし、その効力は全ての会員に適用さ

れます。 

 

２０２５年６月１日 

 

以上 


